
魅力あるコミュニティ助成事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、公益財団法人群馬県市町村振興協会が定める魅力あるコミュニティ

助成事業実施要綱に基づき、地区住民の行うコミュニティ活動を促進し、その健全な発

展を図ることを目的に地区が行うコミュニティ活動事業に対して、補助金を交付するも

のとし、太田市補助金等に関する規則（平成１７年太田市規則第７６号）に定めるもの

のほか、必要な事項を定めるものとする。 

（準用） 

第２条 補助金の対象、補助対象事業費及び補助金の交付額については、公益財団法人群

馬県市町村振興協会が定める魅力あるコミュニティ助成事業実施要綱に定めるところに

よる。 

（その他） 

第３条 この要綱の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成１７年６月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 


